
（別紙１） 

補助対象事業及び補助協議単価等  

 

１．  補助対象事業  

（１）既存介護施設等のスプリンクラー整備支援事業  

平成１８年５月２９日付老発第０５２９００１号厚生労働省老健局

長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」（以

下、「実施要綱」という。）の第２の２のアに定める事業  

（２）認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業  

    「実施要綱」の第２の２のイに定める事業  

 

２．  補助協議単価  

（１）  補助協議単価等については、それぞれ「実施要綱」の別表に定める

交付基準単価に定めるものとする。  

（２）  １．（１）の事業については、㎡単価による支援であることから、そ

の補助対象面積については厳格に算定する必要がある。共有部分を有

する複合型施設においては、その補助対象面積の算出方法等について、

別紙２「スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積の確認作業

について」を確認の上、別添２「スプリンクラー設備等の整備に係る

確認シート」を活用いただき、適切に補助対象面積を算出されたい。  

 

３．  協議対象事業について  

協議の対象については、「スプリンクラー設備等の整備に係る補助対

象の確認作業について」（別紙２）、「認知症高齢者グループホーム等防

災改修等支援事業の取扱いについて」（別紙３）に沿って取り扱うこと

とし、先進的事業計画書（別添１）及び整備計画一覧表（別添３）に正

確に記入の上、提出されたい。  

 



（別紙２） 

スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象の確認作業について 

 

■ 補助の目的及び補助対象施設種別 

消防法施行令が改正され、平成 27 念４月から、小規模な特別養護老人ホーム等（延

べ床面積 275 ㎡以下）についても、入所者の要介護度に関わらず、スプリンクラー設

置が義務づけられました。平成 30 年３月までの経過措置期間中に未設置施設も整備

できるよう、必要となる経費をハード交付金において支援を行ってきたところです。 

ただし、有料老人ホーム等の以下の施設（※）については、避難が困難な要介護者

を主として入居させるもの（定員のうち、要介護３～５の入居者が半数以上を占める

場合）のみ義務づけられています。こうした施設については、入居者の重度化に伴い、

将来的に設置が義務づけられるようになるため、引き続き、ハード交付金において支

援が必要であるため、スプリンクラーの設置に向けて補助を行うものです。 

 

（※）補助対象施設 

・軽費老人ホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・有料老人ホーム 

・宿泊を伴うデイサービス 

・生活支援ハウス等（生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、 

都道府県知事又は市町村長が特に必要と認めた施設を含む。）  

 

■ 補助対象外施設 

①消防法施行令等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたものではな 

いこと（市町村への協議時点で設置義務違反となっており、消防署等からの指導 

が入っているもの） 

②有料老人ホームについては、市町村への協議時点で届け出が完了していないもの 

③宿泊を伴うデイサービスについては、「別添 3 整備計画一覧表」のうち、年間、月 

間の両方ともに利用人数実績（宿泊利用者／総数）が 5%を以下のもの 

 

○提出の前に市町村において必ずご確認いただき、対象外の施設については協議に 

あげないようにしていただくよう、よろしくお願い致します。 



 

＜補助対象面積の確認作業について＞ 

既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業を実施するにあたり、㎡単価による支 

援であることから、その補助対象面積については厳格に算定する必要があります。 

つきましては、協議に際して、各階の平面図・求積図等の建物の各部分の面積が確 

認できる書類、その他必要な書類等の添付をお願いするとともに、別添２「スプリン 

クラー設備等の整備に係る補助対象面積確認シート」にご記入の上、ご提出ください。 

なお、複合型施設における補助対象面積の確認手順については、以下にお示しする 

とおりです。 

 

＜複合型施設の場合の確認手順＞ 

複合型施設における共有部分の面積の算定方法は、原則として、各施設の専有部分 

の面積比による按分とします。 

（１） 各施設の専有部分の面積及び共有部分（玄関や廊下、階段やエレベータ等） 

の有無を、平面図等の図面や事業所からの聞き取り等により確認する。 

 （２） 建物の総面積から、各施設の専有面積及び補助対象外部分の面積を引き、 

共有部分の面積を確定する。 

（３） 面積比按分により、補助対象に含める共有面積を算定する。 

（４） 専有部分の面積に、（３）で算定した共有面積を足して補助対象面積を確定 

する。 

 

＜面積按分の仕方の例＞ 

建物全体の総床面積 ９８４．６０㎡（３階建て） 

１階：屋内駐車場          １００．００㎡（補助対象外部分） 

   デイサービスセンター     ２２８．２０㎡（補助対象外施設：⑫） 

２階：有料老人ホーム        １９２．８０㎡（補助対象施設：④） 

   小規模多機能型居宅介護事業所 １３５．４０㎡（補助対象施設：②） 

３階：有料老人ホーム        ３２８．２０㎡（補助対象施設：④） 

 

手順１：専有面積の確認 

⑫ デイサービスセンター     ２０４．６０㎡ 

④ 有料老人ホーム        ４９５．８０㎡ 

② 小規模多機能型居宅介護事業所 １１７．３０㎡ 



 

専有面積の合計 ⑫＋④＋②＝ ８１７．７０㎡ 

 

 手順２：共有部分の面積の確定 

 建物の総床面積 ９８４．６０㎡－専有部分の面積の合計 ８１７．７０㎡－ 

補助対象外部分（屋内駐車場）１００．００㎡ ＝共有部分の面積 ６６．９０㎡ 

 

手順３：各補助対象施設にかかる共有面積の算出 

④ 有料老人ホーム 

共有部分の面積 ６６．９０㎡×（有料老人ホームの専有面積 

４９５．８０㎡÷専有面積の合計 ８１７．７０㎡）＝４０．５６㎡ 

② 小規模多機能型居宅介護事業所 

共有部分の面積 ６６．９０㎡×（小規模多機能型居宅介護事業所の専有面積 

１１７．３０㎡÷専有面積の合計 ８１７．７０㎡）＝９．６０㎡ 

 

手順４：各補助対象施設にかかる補助対象面積の確定 

④ 有料老人ホーム 

４９５．８０㎡＋４０．５６㎡＝５３６．３６㎡ 

小数点以下第一位を四捨五入し、５３６㎡ 

② 小規模多機能型居宅介護事業所 

１１７．３０㎡＋９．６０㎡＝１２６．９０㎡ 

小数点以下第一位を四捨五入し、１２７㎡ 

 

■記載要領について 

１．先進的事業整備計画書（別添１） 

  ア 「施設の種類」の欄は、ドロップダウンリストより選択すること。リストにな

い場合は、直接入力すること。 

イ 「補助対象床面積（㎡）（a）」の欄は、小数点以下は四捨五入すること。 

ウ 「交付基準単価（自動火災報知設備等を設置する場合）（c）」、「交付基準単価（消 

防機関へ通報する自動火災通報設備を整備する場合）（d）」、「交付基準単価（消 

火ポンプユニット等を設置する場合）（e）」の欄は、実施要綱別表に記載する 

単価の範囲内で必要な金額（※）を入力すること。 

エ 「国土強靭化地域計画への記載」の欄は、ドロップダウンリストより「有」又 



 

は「無」を選択すること。 

オ 「対象経費の実支出（予定）額」、「交付(予定)額」の欄は、千円単位で記載す 

ること。 

カ 「交付（予定）額」の欄は、「算定基準による算定額」と「対象経費の実支出（予 

定）額」を比して、低い方の額を記載すること。また、小数点以下は切り捨 

てること。 

 

（※）必要な金額とは、見積書類等で確認できる金額と事業所側で申請された額の 

低いものを言う。 

 

２．スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積確認シート（別添２） 

ア 記入上の留意点に従って、施設単位で作成すること。 

イ 対象となる施設が含まれている当該建物全体について、指定のとおり算出す

ること。 

 

３．整備計画一覧表（別添３） 

ア 「施設の種類」の欄は、ドロップダウンリストより選択すること。リストに

ない場合は、直接入力すること。 

イ 「補助対象床面積（㎡）（a）」の欄は、小数点以下は四捨五入すること。 

ウ 「交付基準単価（１㎡あたり）（b）」の欄は、千円単位で記載すること。ま

た、小数点第２位まで記載すること。 

エ 「交付基準単価（自動火災報知設備等を設置する場合）（c）」、「交付基準単

価（消防機関へ通報する自動火災通報設備を整備する場合）（d）」、「交付基

準単価（消火ポンプユニット等を設置する場合）（e）」の欄は、実施要綱別

表に記載する単価の範囲内で必要な金額を入力すること。また、千円単位で

記載し、小数点以下は四捨五入すること。 

オ 「国土強靭化地域計画への記載」の欄は、ドロップダウンリストより「有」

又は「無」を選択すること。 

カ 「交付予定額」の欄は、千円単位で記載すること。また、小数点以下は切り

捨てること。 

キ その他、記入上の留意点に従って記入すること。 

 



 

４．同一建物における複合施設について 

  同一の建物について、対象施設が２つ以上あるときは、それぞれについて所定の様

式を記入し（２部提出）、協議の対象部分、対象経費が重複しないように留意すること。 

 

■留意点 

ア 複数の施設が併設されている場合、面積比によらず、単純に施設数で割って共有 

面積を算定することは認められない。 

イ ㎡単価による支援であることから、会議室等の共有部分の設備の使用頻度や施設

定員数で按分することも認められない。 

ウ 按分を行わず、共有部分の全ての面積を補助対象として申請することも当然認め 

られない。 

エ 共有部分の面積が確認できなければ、市町村及び事業者の判断で、専有部分のみ 

で申請することは差し支えない。 

オ 消火ポンプユニットを必要としないスプリンクラーの整備（水を使わない薬品に 

よる消火装置等）については、消火ポンプユニット分は対象外となる。 

カ 平面図、位置図、写真等（現況及び改修箇所が分かるもの）の他、見積書等、 

費用の算出根拠がわかる書類を添付するよう努めること。 

キ 消火ポンプユニット等の算定についても、按分を行う。（次の例を参照。） 

 

例）補助対象面積５００㎡、補助対象外面積３００㎡の複合型施設 

（１）消火ポンプユニット等の設置にかかる費用が３，０００千円の場合 

・消火ポンプユニット等 

３，０００千円×５００㎡／８００㎡＝１，８７５千円 

     １，８７５千円≦２，３２０千円のため、算定額１，８７５千円 

・スプリンクラー 

９．２６千円×５００㎡＝４，６３０千円 

    ・協議額 １，８７５千円＋４，６３０千円＝６，５０５千円 

 

（２）消火ポンプユニット等の設置にかかる金額が５，０００千円の場合 

・消火ポンプユニット等 

 ５，０００千円×５００㎡／８００㎡＝３，１２５千円 

３，１２５千円≧２，３２０千円のため、算定額２，３２０千円 



 

・スプリンクラー 

９．２６千円×５００㎡＝４，６３０千円 

・協議額 ２，３２０千円＋４，６３０千円＝６，９５０千円 



（別紙３） 
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認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて  

 

１．補助対象事業及び対象経費について  

  ①耐震改修事業  

  ②利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実

施する事業  

※①②ともに協議一件につき総事業費の下限は 80 万円以上とする。  

 

２．補助基準について  

（１）上記１に定める事業のうち、①及び②については、次のすべてを満たす

ものを対象とする。  

ア  建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。 

イ  設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したものではないこと。  

ウ  対象施設の目的以外の用途に使用するためのものではないこと。  

エ  建築基準法等の各法令違反にある状態を改善することを目的とし

たものではないこと。  

オ  本交付金の他の事業による助成対象となる事業でないこと。  

（２）上記１に定める事業のうち、①については、（１）の条件に加え、次の

条件を満たすものを対象とする。  

・  耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると市区町村長が認めたもの。 

（３）上記１に定める事業のうち、②については、次の事業内容を補助対象と

する。  

 

区     分  内     容  

(1) 施設の一部改修  

 

 

 

 

(2) 施設の付帯設備の改造  

 

一定年数を経過して使用に堪えなく

なり、改修が必要となった浴室、食

堂等の改修工事や外壁、屋上等の防

水工事等施設の改修工事  

 

一定年数を経過して使用に堪えなく

なり、改修が必要となった給排水設
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(3) 避難経路等の整備  

 

 

 

 

 

(4) 環境上の条件等により必要とな

った施設の一部改修  

 

 

 

 

(5) 消防法及び建築基準法等関係法

令の改正により新たにその規定に適

合させるために必要となる改修  

 

 

(6) 消融雪設備整備  

 

 

 

 

 

(7) 土砂災害等に備えた施設の一部

改修等  

 

 

備、電気設備、ガス設備、冷暖房設

備、消防用設備等付帯設備の改造工

事  

 

居室と避難通路（バルコニー）等と

の段差の解消を図る工事や自力避難

が困難な者の居室を避難階へ移すた

めの改修等防災対策に配慮した施設

の内部改修工事  

 

①活火山周辺の降灰地域等における

施設の換気設備整備や窓枠改良工事

等  

②アスベストの処理工事及びその後

の復旧等関連する改修工事  

 

消防法設備等 (スプリンクラー設備

等を除く。)について、消防法令等が

改正されたことに伴い、新たに必要

となる設備の整備  

 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７

年法律第７３号）第２条第２項の規

定に基づき指定された豪雪地域に所

在する施設の安全確保上、必要な消

融雪設備の整備  

 

①都道府県等が土砂災害等の危険区

域等として指定している区域に設置

されている施設の防災対策上、必要

な補強改修工事や設備の整備等  
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(8) 施設の改修整備  

 

 

 

 

(9) その他施設における大規模な  

修繕等  

 

 

②緊急災害時用の自家発電設備の整

備  

 

施設事業を行う場合に必要な、既存

建物（賃貸物件を含む。）のバリアフ

リー化工事等、施設等の基盤整備を

図るための改修工事  

 

特に必要と認められる上記に準ずる

工事  

（注）１  一定年数は、おおむね 10 年とする。  

 

３．申請の制限について  

  本事業については、原則、一事業所につき一回を限度として申請すること

ができるものとする。  

 

４．提出が必要な添付資料について  

  下記の書類を添付すること。  

ア  平面図、位置図、写真等（現況及び改修箇所が分かるもの）  

イ  見積書  

 

５．記載要領について  

（１）先進的事業整備計画書（別添１）  

   ア  「施設の種類」の欄は、ドロップダウンリストより選択すること。

リストにない場合は、直接入力すること。  

イ  開設年月日、建物の竣工年月日、協議対象となる部分の改築・改修

年月日（該当ある場合のみ記載）の欄は、セルの書式設定を変更せ

ずに、和暦で年月日を記載すること。  

ウ  開設年月日の欄は、当該施設における事業を開始した年月日（届け
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出年月日）を記載すること。  

エ  補助対象事業の種類の欄は、ドロップダウンリストより①「耐震」

又は②「老朽化」を選択すること。  

オ  事業内容の欄は、現在どのような危険があって、当該事業によって

どのような改善が見込まれるか、事業内容を具体的に明記すること。 

カ  国土強靭化地域計画への記載の欄は、ドロップダウンリストより

「有」又は「無」を選択すること。  

キ  総事業費、対象経費の実支出（予定）額、交付 (予定 )額は千円単位

で記載すること。小数点以下は切り捨てること。  

キ  交付基準単価の欄は、施設の種類に応じて、ドロップダウンリスト

より補助単価 7,370（千円）又は 14,700（千円）を選択すること。 

ク  対象経費の実支出（予定）額の欄は、今回の協議における補助対象

に係るそれぞれの対象経費の実支出額を入力すること。  

ケ  交付 (予定 )額の欄は、交付基準単価と対象経費の実支出（予定）額

を比して、低い方の額を記載すること。  

 

（２）整備計画一覧表（別添２）  

ア  「施設の種類」の欄は、ドロップダウンリストより選択すること。

リストにない場合は、直接入力すること。  

イ  開設年月日、建物の竣工年月日、協議対象となる部分の改築・改修

年月日（該当ある場合のみ記載）の欄は、セルの書式設定を変更せ

ずに、和暦で年月日を記載すること。  

ウ  開設年月日の欄は、当該施設における事業を開始した年月日（届け

出年月日）を記載すること。  

エ  補助対象事業の種類の欄は、ドロップダウンリストより①「耐震」

又は②「老朽化」を選択すること。  

オ  事業内容の欄は、現在どのような危険があって、当該事業によって

どのような改善が見込まれるか、事業内容を具体的に明記すること。 

カ  国土強靭化地域計画への記載の欄は、ドロップダウンリストより

「有」又は「無」を選択すること。  

キ  交付基準単価の欄は、施設の種類に応じて、ドロップダウンリスト

より補助単価 7,370（千円）又は 14,700（千円）を選択すること。 
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ク  交付予定額は千円単位で記載すること。小数点以下は切り捨てるこ

と。  

 

６．留意事項  

  同一施設について、補助対象事業の種類が１．①②両方にかかる場合は、

それぞれの事業を区別し、見積り等を分けること。その際、①②の事業の対

象部分が重複しないよう留意すること。  

 


